
今後の活動とスケジュール
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①

② ②

1 ハード施策の今後の予定について

1



2 ソフト施策の今後の活動について

かわまちづくり推進にあたって

とするために

つかいやすい場所
（河川空間のオープン化）

わかりやすい取り組み
（情報発信）

2



3

●令和7年9月開催の第4回推進WGで協議した「河川空間のオープン化」については、令和6年8月に登録

された「四万十川かわまちづくり計画」の中にも記載があります（下図）。

●全国のかわまちづくり実施箇所では「オープン化」して、原則として営業活動ができない河川敷地で営業

活動ができるようにしています。

❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
四万十川かわまちづくり計画の推進体制の確認

※第3回四万十川かわまちづくり協議会で合意した 「資料２ かわまちづくり計画申請様式 四万十川かわまちづくり計画（案）」より引用



※「第5回資源としての河川利用の高度化に関する検討会」（平成28年1月21日開催）の
 「資料2 河川空間のオープン化について」より引用 4

●「オープン化」に向けた手続きには、下記のように「都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望」、

「地域の合意」、「都市・地域再生等利用区域の指定」が必要です。

❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
「河川空間のオープン化」 手続きの流れ

（推進WGで紹介）
資料2-2にも掲載

（もっと詳しく）

オープン化の手続きの流れ

オープン化の
実施区域と
占用主体を
決める
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❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
「オープン化」する場合に考えられる３つの占用主体

占用主体
四万十市

使用契約

使用許可

②市を含む協議体 ③民間事業者・協議体

占用主体
市を含む協議体

使用契約

河川管理者・国

・市が占用し、市が市民と施設使用手続き、
もしくは、民間事業者(指定管理)に委託

・市が主体に施設の運営・管理を検討・実施
・県への占用料※が免除になる可能性がある

例：国→市→施設使用者
国→市→民間事業者→施設使用者
国→市→指定管理者→施設使用者

例：国→民間事業者→施設使用者
国→協議体→施設使用者

・右岸かわまちづくり整備箇所（市の占用区
域を除く）を民間事業者や協議体が直接占
用する

・管理・運営への市の関与なし
・民間事業者等が県へ占用料※を払う必要が
ある可能性がある

・市を含む協議体が占用する
・市民・民間事業者と検討・連携して、管理運
営に取り組む

・県への占用料※が免除になる可能性がある

占用許可 占用許可

占用許可

例：国→市を含む協議体→施設使用者

施設使用者

使用許可 使用許可

使用許可使用許可

①市

民間事業者・
指定管理者

占用主体
民間事業者・協議体民間事業者

※流水占用料等（次ページ参照）



❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
「流水占用料等」について

6

※「第3回資源としての河川利用の高度化に関する検討会」（平成27年2月12日開催）の「資料2-1 河川空間の占用料について」より引用

高知県河川流水占
用料等徴収条例
H11.12.27
条例第51号



❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
『河川空間のオープン化活用事例集』より 事例①市が占用しているケース

7



❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
『河川空間のオープン化活用事例集』より 事例②協議会が占用しているケース
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❶つかいやすい場所とするために（「河川空間のオープン化」）
『河川空間のオープン化活用事例集』より 事例③民間が占用しているケース

9



❶つかいやすい場所とするために （第4回推進WGで提案した取り組み案①）

「しまんと水辺で乾杯！」 既往イベントのバージョンアップでかわにまちの人（市民）を呼び込む

「水辺で乾杯」をかわまちづくりイベントにするとか・・・

＜例えば＞
・不特定多数が参加できるようにする
→出店協力してくれるお店に声がけをし、購入制にする。（R6ベース）
→事務局で準備しチケット制（数量限定）にする。（R7ベース）
・事前登録制
→事務局で準備。 （R7ベース）
※雨天時の対応は要検討

イベントにこだわらず

個人のお店が開催することも可能にするとか・・・

行政の企画運営
だと制約が多い

バージョンアップして

R6

R7

官民一体の協働プロジェクトの一環で行われている、毎年7月7
日（川の日）に身近な水辺に集まり乾杯する全国的なイベント。
四万十川でも例年乾杯を実施。
実施方法は、会費制で事前に飲み物を準備する方法がメイン。
R６は飲食店等のブースから購入制、R７は会費制で飲み物とお

つまみビュッフェを実施。

「水辺で乾杯」

今のところ国交省
と四万十市の職員、
その家族や友達
が中心

10



❶つかいやすい場所とするために （第4回推進WGで提案した取り組み案②）

「しまんと千客往来」 かわの来訪者（観光客やキャンパー）をまちと行き来させる

キャンプ場

サッカーコート

テニスコート

バスケットコート

ドッグラン

宿泊施設

宿泊施設

宿泊施設

飲食店

飲食店

お風呂利用
キャンプ用品レンタル
デイキャンプ

キッチンカー

レンタサイクル

お弁当や食材配達

・キャンプ場へ泊まる人は市内の宿泊施設のお風呂を
利用可能にする（有料）
・河川敷利用者へのキャンプ用品レンタル（有料）
・昼間はデイキャンプを実施し、夜は宿泊施設を利用
・河川敷利用者へ飲食店等※よりお弁当や食材を配達
（実費＋宅配料） ※ホテルや配達業者等

・週替わりで週末にキッチンカーにきてもらう など

千客往来（仮称）のイメージ

グランピング

親水護岸

第4回推進WGでも好評！
イベントアンケートでも一番人気！
このような提案を具体化させる一歩が
「河川空間のオープン化」です。
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【現状と課題】

●現在、情報発信の手段はHPに限ら

れ、3つのHPが存在する。いずれも

事務局（＝行政）が運用。

●「四万十川かわまちづくり」が施策の

推進段階に入った今、施策（イベン

ト等）に係る情報発信が重要。

●しかし、行政がHPを運用していると、

掲載には内部手続きが必要で、迅

速な更新が難しいことが多い。

●行政サイト特有の表現・掲載基準も

あり、推進WGメンバーをはじめ、各

主体の多様なイベント等を柔軟に掲

載しづらい。

❷わかりやすい取り組みとするために
四万十川かわまちづくりの情報発信について（方針の提案）

協議会の活動をよりわかりやす
く発信するため、誰もが利用し
やすく、スピーディーに発信でき
るSNS等の活用について、検
討が必要。 12
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かわまちづくり推進にあたって
検討・議論が必要な内容

１．「河川空間のオープン化」に向けた占用主体について

２．かわまちづくりを推進するための試行について

【例】 ・水辺で乾杯（既往イベントのバージョンアップ）

     ・軽食やソフトドリンクのキッチンカー等実施者への呼びかけ、試験運用
     （アンケート：物販部門 No.1）

     ・キャンプ時などの宿泊施設のお風呂利用
     （アンケート：取り組み部門 No.1）

３．情報発信について

【例】 Ｘ（エックス ※旧 Twitter）、インスタグラム 等



３ 今後のスケジュール（協議会等）

令和８年度
令和９年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会
（※）

推進WG
（※）

ハード・
ソフト
施策

・前年度の活動の振り返り
・オープン化に向けた協議
・情報発信ツールの検討
・当該年度の取組予定の共有

・当該年度の具体メニュー実施状
況の報告、課題について協議

・次年度のスケジュールの共有と
今後の活動方針の協議

・具体メニューについて、各自で、または連携して取り
組みを実施
⇒課題を抽出

●令和8年度も「四万十川かわまちづくり計画」に記載されたハード・ソフト施策を推進していき
ます。

・当該年度の活動の振り返り
・オープン化・情報発信に係る

検討状況報告
・次年度のスケジュールの共有

（※）：その他、審議を要する事項が生じた場合には、必要に応じて開催します。
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